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〇団体の概要 

 別紙資料のとおり 

 

〇「浄化槽法の一部を改定する法律」の施行に関する意見 

 

・  法第 11条の二 浄化槽管理者における浄化槽の使用の休止の届出にあたっ

て環境保全上必要な措置として休止前の清掃記録の添付及び使用再開時の保

守点検記録の添付を義務化し当該業者の証明が明記されることにより不適切

な処置による浄化槽の使用を防止するためには必要不可欠と考えられる。 

 

・  第二節 公共浄化槽法第 12条の十四 料金を条例で定めると当該業者は条

例で定められた料金を超えることができないことになり、既存の料金との間

に格差が生じることが想定される。事前に当該業者と協議し適正な料金化を

図る必要があると考えられる。 

 

・  法第 9 条 浄化槽台帳の作成にあたっては当該市町村に設置されている浄

化槽（みなし浄化槽を含む）は概ね当該許可業者（以下「清掃業者」という。）

によって清掃行為が行われている。ゆえに清掃業者と連携し既存の浄化槽台

帳との整合を図ることにより特定既存単独処理浄化槽を包括的に捉えること

ができ、かつ清掃業者に月次報告の義務を課すことにより当該市町村の浄化

槽台帳が常に最新の情報に更新されることとなる。 

国及び都道府県並びに市町村との間において情報の統合化が必要となるが

浄化槽台帳の整備にあたっては都道府県の責務において市町村にその事務を

委託することができ得ることとし、委託された市町村は情報の電子化に努め

ることで災害時においても迅速な対応を可能にすることができる。 



情報の共有化については指定検査機関や都道府県及び市町村が設置する協

議会並びに市町村から委ねられた浄化槽台帳の情報を管理する組織において

活用されるべきであり、一部の機関や組織のみが主体となった浄化槽台帳の

整備・管理は改正前の現況となんら変わらないものである。 

情報の統合化を図るうえにおいてはどこまでの情報が必要となるのか精査

する必要がある。ビッグデータは集約することが目的ではなく集約された情

報を各方面で生かされる仕組み（各々にフィードバック）にすることが重要

であり、電子化やシステム化の意義が生まれ改正法の理念、運用を成すこと

ができると考えられる。 

 

・  法第 48条 浄化槽管理士に対する研修の機会の確保については管理士資格

取得年月日を踏まえ再教育、質の向上へと繋がるような研修が望まれる。事

務的な研修で終わることなく実のある研修にするため目的や意義を明確に示

す必要があり、業の更新時に第三者機関の研修を必須項目として未研修者に

は罰則規定を設ける等検討すべきであると考えられる。 

 

 最後に改正法の施行においては都道府県及び市町村の連携と改正法に伴う条例

改正が重要であることを申し添える。 
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